
計画地の遺跡内外照会

提出書類
・ 工事届（法93条第1項）２部

着工の60日前までに提出

提出書類
・ 埋蔵文化財発掘調査依頼書（施主）1部

・ 発掘調査承諾書（地権者）1部

・ 出土遺物譲与了解書（地権者） 1部

取り扱い

・慎重工事

・立会調査

必要事項の説明・協議

双方による現地確認

工事実施

確認調査の実施

取り扱い

・確認調査

埋蔵文化財あり（要保護）

取り扱いについて協議

・計画変更による文化財保護

（盛土・場所移動等による保護）

本調査による記録保存

遺跡内の場合

遺跡外の場合

埋蔵文化財なし

保護不可能

保護可能

時期・・・基本的には依頼順ですが、状況によって

前後する場合もあります。

期間・・・場所や面積等によって異なります。

書類提出から調査終了までは２ヶ月以

上かかることもあります。

埋戻し・・・事業の実施・中止に関わらず、基本的

に申請者にお願いしています。

その他・・・必要に応じて重機等の協力を申請者に

お願いします。（重機は爪付き不可）

本調査（調査・整理・報告書刊行）の費用は原則として開発者負担となります。

慎重工事・・・工事実施に問題なし。

立会調査・・・調査員が掘削に立ち会います。必要が

あれば記録作業をおこないます。

確認調査・・・文化財の有無、分布状況等の保護に必

要なデータを収集するために実施す

る部分的な調査です。

工事実施

工事実施

工事実施

開発に伴う埋蔵文化財の取り扱いについて開発に伴う埋蔵文化財の取り扱いについて


